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本資料のご利用にあたって

本資料は個人型確定拠出年金（iDeCo）のご案内を目的としたものであり、金融商品取引法に基づく
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がありますので、あらかじめご了承ください。
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※１ ＤＢ等の他制度とは、確定給付企業年金（ＤＢ）、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金および公務員の退職等年金給付（共済）を指します。
※２ 公務員等とは国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の長期組合員および私立学校教職員共済制度の長期加入員を指します。
［注］ 確定拠出年金（企業型DC、iDeCo）、DB等の他制度には、制度ごとに加入要件が定められています。

平均的な
1か月の生活費

約26.9万円

１. 日本の年金制度の仕組みと確定拠出年金 2. iDeCoとは

●日本の年金制度（確定拠出年金の位置づけ）

●老後資金はいくら足りない？

●iDeCoの給付金

（歳）

1960

出所：総務省統計局「家計調査年報（家計収支編）」夫婦高齢者無職
　　  世帯の家計収支（65歳以上の夫婦1組のみの世帯）

出所：内閣府「令和6年版 高齢社会白書」

1980 2000 20702020

日本の年金制度は、公的年金である国民年金と厚生年金があり、さらに企業によっては企業年金等があります。
確定拠出年金制度はこれらと並んで実施されている制度で、個人が任意に加入し自ら掛金を積み立てる「個人型確定拠出
年金」（ｉＤｅＣｏ）と、企業が導入し従業員のために掛金を積み立てる「企業型確定拠出年金」（企業型ＤＣ）があります。

iDeCoは、自分が積み立てた掛金を自分で運用し、資産を形成する年金制度です。
掛金を６０歳（※）になるまで積み立て、原則として60歳以降に給付金を受け取ります。
※60歳以降も国民年金被保険者であれば積み立てできます。

日本人の平均寿命は年々伸びており、 老後に必要な夫婦2人の生活資金は、公的年金の給付額に対して約1,176万円足り
ないと言われています。

夫婦2人の老後生活を20年とすると・・・
4.9万円×12か月×20年で

60

70

80

90

100
91.94

84.60
87.71

78.76

70.19

65.32

73.35

81.56
77.72

85.89

女性

男性

日本人の平均寿命の推移 夫婦の老後の収支

不足額

公的年金等月額

約22.0万円

不足額・・・

不足額・・・

約1,176万円＋α

運用資産 年
金
資
産

掛金

積立期間

投資信託等の商品の
場合は、元本を下回る
可能性もあります。

自分で掛金を払い込み、積み立て
ていきます。掛金の額は、限度額
の範囲内で、自分で設定します。

❶自分で積立
自分で運用商品と割合を指定し、
積立金を運用します。

❷自分で運用
これまでの運用結果が年金資産
となります。
受取は原則60歳以降です。

❸給付金の受取

一時金

年金

年金

年金

年金

60歳

老齢給付金
原則６０歳から受け取ることができ、
遅くとも７５歳までに受取を開始
する必要があります。

障害給付金
傷病等により一定以上の障害状態
になった場合に受け取ることが
できます。

死亡一時金
加入者や年金を受け取っている方
が死亡したときに、ご遺族が一時金
として受け取ることができます。

原則として全ての国民年金の被保険者がiDeCoに加入できます

国民年金の
被保険者種別 加入対象となる方 加入対象とならない方

第1号被保険者 ○日本国内に居住する20歳以上60歳未満の
　自営業者やその家族、学生等

●国民年金の保険料納付を免除（一部免除を含む）されている方
　（ただし、障害基礎年金を受給している方等は加入できます。）
●農業者年金の被保険者

第3号被保険者 ○第2号被保険者（厚生年金保険の被保険者）
　に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

任意加入被保険者

第2号被保険者 ○65歳未満の厚生年金保険の被保険者
　（会社員等、公務員等）

iDeCoの加入資格

ー

予備費

イベント費
不足額

月約4.9万円
不足額

月約4.9万円 ●iDeCoの老齢給付金（一時金を含む）を受給しているまたは
受給したことがある方

●老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰り上げ受給している方
●企業型DCの加入者で企業型年金加入者掛金（マッチング拠出）    
を利用している方

●企業型DCの加入者で事業主掛金が毎月拠出以外（年単位拠出）
となっている方

●iDeCoの老齢給付金（一時金を含む）を受給しているまたは
受給したことがある方

●老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰り上げ受給している方

○日本国内に居住する６０歳以上６５歳未満の方で 
国民年金に任意加入している方

○日本国籍を有し、海外に居住する２０歳以上６５歳 
未満の方で国民年金に任意加入している方

国民年金（基礎年金）

iDeCo

国民年金
基金

iDeCo

iDeCo

iDeCo

企業型DC

iDeCo

ＤＢ等の他制度

iDeCo

ＤＢ等の他制度

企業型DC

第1号被保険者
（自営業者等）

任意加入被保険者

第3号被保険者
（専業主婦（夫）等）

第2号被保険者
（会社員・公務員等※2）

厚生年金

※1

※1

Ⅰ
・
イ
デ
コ
の
概
要
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※１ ＤＢ等の他制度とは、確定給付企業年金（ＤＢ）、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金および公務員の退職等年金給付（共済）を指します。
※２ 公務員等とは国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の長期組合員および私立学校教職員共済制度の長期加入員を指します。
［注］ 確定拠出年金（企業型DC、iDeCo）、DB等の他制度には、制度ごとに加入要件が定められています。

平均的な
1か月の生活費

約26.9万円

１. 日本の年金制度の仕組みと確定拠出年金 2. iDeCoとは

●日本の年金制度（確定拠出年金の位置づけ）

●老後資金はいくら足りない？

●iDeCoの給付金

（歳）

1960

出所：総務省統計局「家計調査年報（家計収支編）」夫婦高齢者無職
　　  世帯の家計収支（65歳以上の夫婦1組のみの世帯）

出所：内閣府「令和6年版 高齢社会白書」

1980 2000 20702020

日本の年金制度は、公的年金である国民年金と厚生年金があり、さらに企業によっては企業年金等があります。
確定拠出年金制度はこれらと並んで実施されている制度で、個人が任意に加入し自ら掛金を積み立てる「個人型確定拠出
年金」（ｉＤｅＣｏ）と、企業が導入し従業員のために掛金を積み立てる「企業型確定拠出年金」（企業型ＤＣ）があります。

iDeCoは、自分が積み立てた掛金を自分で運用し、資産を形成する年金制度です。
掛金を６０歳（※）になるまで積み立て、原則として60歳以降に給付金を受け取ります。
※60歳以降も国民年金被保険者であれば積み立てできます。

日本人の平均寿命は年々伸びており、 老後に必要な夫婦2人の生活資金は、公的年金の給付額に対して約1,176万円足り
ないと言われています。

夫婦2人の老後生活を20年とすると・・・
4.9万円×12か月×20年で

60

70

80

90

100
91.94

84.60
87.71

78.76

70.19

65.32

73.35

81.56
77.72

85.89

女性

男性

日本人の平均寿命の推移 夫婦の老後の収支

不足額

公的年金等月額

約22.0万円

不足額・・・

不足額・・・

約1,176万円＋α

運用資産 年
金
資
産

掛金

積立期間

投資信託等の商品の
場合は、元本を下回る
可能性もあります。

自分で掛金を払い込み、積み立て
ていきます。掛金の額は、限度額
の範囲内で、自分で設定します。

❶自分で積立
自分で運用商品と割合を指定し、
積立金を運用します。

❷自分で運用
これまでの運用結果が年金資産
となります。
受取は原則60歳以降です。

❸給付金の受取

一時金

年金

年金

年金

年金

60歳

老齢給付金
原則６０歳から受け取ることができ、
遅くとも７５歳までに受取を開始
する必要があります。

障害給付金
傷病等により一定以上の障害状態
になった場合に受け取ることが
できます。

死亡一時金
加入者や年金を受け取っている方
が死亡したときに、ご遺族が一時金
として受け取ることができます。

原則として全ての国民年金の被保険者がiDeCoに加入できます

国民年金の
被保険者種別 加入対象となる方 加入対象とならない方

第1号被保険者 ○日本国内に居住する20歳以上60歳未満の
　自営業者やその家族、学生等

●国民年金の保険料納付を免除（一部免除を含む）されている方
　（ただし、障害基礎年金を受給している方等は加入できます。）
●農業者年金の被保険者

第3号被保険者 ○第2号被保険者（厚生年金保険の被保険者）
　に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

任意加入被保険者

第2号被保険者 ○65歳未満の厚生年金保険の被保険者
　（会社員等、公務員等）

iDeCoの加入資格

ー

予備費

イベント費
不足額

月約4.9万円
不足額

月約4.9万円 ●iDeCoの老齢給付金（一時金を含む）を受給しているまたは
受給したことがある方

●老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰り上げ受給している方
●企業型DCの加入者で企業型年金加入者掛金（マッチング拠出）    
を利用している方

●企業型DCの加入者で事業主掛金が毎月拠出以外（年単位拠出）
となっている方

●iDeCoの老齢給付金（一時金を含む）を受給しているまたは
受給したことがある方

●老齢基礎年金、老齢厚生年金を繰り上げ受給している方

○日本国内に居住する６０歳以上６５歳未満の方で 
国民年金に任意加入している方

○日本国籍を有し、海外に居住する２０歳以上６５歳 
未満の方で国民年金に任意加入している方

国民年金（基礎年金）

iDeCo

国民年金
基金

iDeCo

iDeCo

iDeCo

企業型DC

iDeCo

ＤＢ等の他制度

iDeCo

ＤＢ等の他制度

企業型DC

第1号被保険者
（自営業者等）

任意加入被保険者

第3号被保険者
（専業主婦（夫）等）

第2号被保険者
（会社員・公務員等※2）

厚生年金

※1

※1

Ⅰ
・
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概
要
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3. 掛金の限度額 4. 3つの税制優遇

iDeCoの掛金は、月額5,000円以上１,０００円単位で限度額の範囲内で設定します。
掛金の限度額は下表のとおり加入区分により異なります。ご自身の加入区分を確認しましょう。

掛金積立時、運用時、給付時の各段階で税制優遇を受けることができます。 

掛金全額が所得控除となります

《課税所得・掛金額に応じた税負担軽減額（年額）》

運用益には税金がかかりません

一般的な金融商品の場合、運用益に税金（20.315％）が
かかりますが、iDeCoの運用益には税金がかかりません。

給付金の受取方法に応じた控除を受けることができます給付

iDeCoの掛金限度額

離職・転職をしてもiDeCoを続けることができます！ 

国民年金の第１号被保険者

勤務先の企業年金制度
に加入していない
（制度がない）

年間の掛金額が24万円
課税所得500万円の会社員のイメージ 課税所得区分

～195万円以下

195万円超～
330万円以下

12.3万円 4.1万円 3.6万円 2.1万円

16.4万円 5.5万円 4.8万円 2.9万円

330万円超～
695万円以下 24.8万円 8.3万円 7.3万円 4.3万円

695万円超～
900万円以下 27.3万円 9.2万円 8.0万円 4.8万円

900万円超～
1,800万円以下 35.8万円 12.1万円 10.5万円 6.3万円

月額掛金の例

6.8万円 2.3万円 2.0万円 1.2万円

〈会社員や公務員等の場合は
給与所得控除〉

税負担軽減額は次の計算式で計算しています。概算値のため、実際の
金額とは異なります。
・税負担軽減額＝月額掛金×12か月×税率（千円未満は切り捨て）
・税率＝所得税率＋復興特別所得税率（所得税×2.1％）＋住民税率（10％）

配偶者控除や医療費控除
などの各種控除

各種控除にiDeCoに積み立てた掛金全額が
加わり、課税所得が少なくなります。

月額2.3万円
（年額27.6万円）

月額6.8万円
（年額81.6万円）
国民年金の付加保険料または
国民年金基金の掛金との合算枠（ （

月額2.3万円
（年額27.6万円）

国民年金の
第２号被保険者

iDeCoは多様なライフコースに対応できる制度です。結婚して会社員から専業主婦（夫）になった場合や、転職して自営業者になっ
た場合でも、引き続きiDeCoに加入して資産形成を続けることができます。

給与

課税所得
（500万円） 所得控除

所得控除掛金
（24万円）

経費

税負担軽減額
7.3万円

運用

60歳以降に 

公的年金等控除が適用され、雑所得として課税されます。

●iDeCoの積立金は特別法人税の対象となりますが、現在
課税凍結中です。

年金として受け取る
●5年、10年、15年、20年のいずれかの受取期間を選択できます。

退職所得控除が適用され、退職所得として課税されます。一時金として受け取る
（年金と一時金の併用も可能）

課税所得
（476万円）

積立

※１ 企業年金制度とは、企業型確定拠出年金（企業型ＤＣ）、確定給付企業年金（ＤＢ）、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金および公務員等の退職等年金給付
（共済）を指します。

※２ 掛金の限度額は、月額５.５万円から「企業型ＤＣの事業主掛金額｣と「企業型ＤＣ以外の企業年金制度の掛金相当額（「ＤＢ等の他制度掛金相当額」と
いいます。）」の合計額を差し引いた残額（上限２万円）となります。この残額がｉＤｅＣｏの最低掛金額の月額５千円に満たない場合はｉＤｅＣｏに加入
できません。なお、企業年金制度に加入している第２号被保険者（公務員等を含む）は、掛金の納付方法として「年単位拠出（任意に決めた月にまとめて
納付すること）」を選択できないため限度額の年額は表記しておりません。

月額2.0万円勤務先の企業年金制度
に加入している

加入区分 掛金の限度額

自営業者、学生等

会社員等・公務員等

任意加入被保険者

国民年金に任意加入されている方

国民年金の第３号被保険者

専業主婦（夫）

※1

※1
※2
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3. 掛金の限度額 4. 3つの税制優遇

iDeCoの掛金は、月額5,000円以上１,０００円単位で限度額の範囲内で設定します。
掛金の限度額は下表のとおり加入区分により異なります。ご自身の加入区分を確認しましょう。

掛金積立時、運用時、給付時の各段階で税制優遇を受けることができます。 

掛金全額が所得控除となります

《課税所得・掛金額に応じた税負担軽減額（年額）》

運用益には税金がかかりません

一般的な金融商品の場合、運用益に税金（20.315％）が
かかりますが、iDeCoの運用益には税金がかかりません。

給付金の受取方法に応じた控除を受けることができます給付

iDeCoの掛金限度額

離職・転職をしてもiDeCoを続けることができます！ 

国民年金の第１号被保険者

勤務先の企業年金制度
に加入していない
（制度がない）

年間の掛金額が24万円
課税所得500万円の会社員のイメージ 課税所得区分

～195万円以下

195万円超～
330万円以下

12.3万円 4.1万円 3.6万円 2.1万円

16.4万円 5.5万円 4.8万円 2.9万円

330万円超～
695万円以下 24.8万円 8.3万円 7.3万円 4.3万円

695万円超～
900万円以下 27.3万円 9.2万円 8.0万円 4.8万円

900万円超～
1,800万円以下 35.8万円 12.1万円 10.5万円 6.3万円

月額掛金の例

6.8万円 2.3万円 2.0万円 1.2万円

〈会社員や公務員等の場合は
給与所得控除〉

税負担軽減額は次の計算式で計算しています。概算値のため、実際の
金額とは異なります。
・税負担軽減額＝月額掛金×12か月×税率（千円未満は切り捨て）
・税率＝所得税率＋復興特別所得税率（所得税×2.1％）＋住民税率（10％）

配偶者控除や医療費控除
などの各種控除

各種控除にiDeCoに積み立てた掛金全額が
加わり、課税所得が少なくなります。

月額2.3万円
（年額27.6万円）

月額6.8万円
（年額81.6万円）
国民年金の付加保険料または
国民年金基金の掛金との合算枠（ （

月額2.3万円
（年額27.6万円）

国民年金の
第２号被保険者

iDeCoは多様なライフコースに対応できる制度です。結婚して会社員から専業主婦（夫）になった場合や、転職して自営業者になっ
た場合でも、引き続きiDeCoに加入して資産形成を続けることができます。

給与

課税所得
（500万円） 所得控除

所得控除掛金
（24万円）

経費

税負担軽減額
7.3万円

運用

60歳以降に 

公的年金等控除が適用され、雑所得として課税されます。

●iDeCoの積立金は特別法人税の対象となりますが、現在
課税凍結中です。

年金として受け取る
●5年、10年、15年、20年のいずれかの受取期間を選択できます。

退職所得控除が適用され、退職所得として課税されます。一時金として受け取る
（年金と一時金の併用も可能）

課税所得
（476万円）

積立

※１ 企業年金制度とは、企業型確定拠出年金（企業型ＤＣ）、確定給付企業年金（ＤＢ）、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金および公務員等の退職等年金給付
（共済）を指します。

※２ 掛金の限度額は、月額５.５万円から「企業型ＤＣの事業主掛金額｣と「企業型ＤＣ以外の企業年金制度の掛金相当額（「ＤＢ等の他制度掛金相当額」と
いいます。）」の合計額を差し引いた残額（上限２万円）となります。この残額がｉＤｅＣｏの最低掛金額の月額５千円に満たない場合はｉＤｅＣｏに加入
できません。なお、企業年金制度に加入している第２号被保険者（公務員等を含む）は、掛金の納付方法として「年単位拠出（任意に決めた月にまとめて
納付すること）」を選択できないため限度額の年額は表記しておりません。

月額2.0万円勤務先の企業年金制度
に加入している

加入区分 掛金の限度額

自営業者、学生等

会社員等・公務員等

任意加入被保険者

国民年金に任意加入されている方

国民年金の第３号被保険者

専業主婦（夫）

※1

※1
※2
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業務委託

売買
申込書類

（データ）送付

運用指図
給付支払指示

5. iDeCoの仕組み 6. 企業型DCの年金資産を移換する場合の手続

加入者

受付
金融機関

受付金融機関

運営管理機関 

国民年金基金
連合会 

国民年金基金
連合会 

役　割

商品提供機関
業務委託

事務委託先
金融機関記録関連

運営管理機関 

運用関連
運営管理機関 

記録関連
運営管理機関 

運用関連
運営管理機関 

掛金

給付金

加入申込

制度説明

運用商品の
情報提供 

運用商品の変更
残高照会 
給付請求等 

¥

¥

¥

定期預金

保険商品

投資信託

iDeCo における役割分担

中小事業主掛金納付制度（iDeCo+、イデコプラス）

中小事業主掛金納付制度とは、iDeCoの加入者が拠出する掛金に上乗せして、お勤め先の事業主が掛金（中小事業主掛金）
を払い込む制度です。この制度を導入できるのは、従業員数が300人以下等の要件を満たした会社に限定されます。
また、中小事業主掛金の払込みを受けられるのは、掛金を事業主払込（給与引去）により納付している、国民年金の第２号
被保険者のみとなります。

●iDeCoに係る規約の策定　  ●加入者の資格の確認
●掛金の収納の取りまとめ　　 ●加入者の掛金の限度額の管理
●国民年金保険料の納付状況確認

●積立金（年金資産）の管理
●積立金（年金資産）の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券等の保管に関する事務
●給付金の支給に関する事務

●運用商品の選定および加入者等への提示
●運用商品に関する情報の提供

●加入者等の氏名、住所、個人別管理資産額等の記録、保存および通知
●加入者等が行った運用の指図の取りまとめ
●給付の裁定

●加入申出等の受付

事務委託先
金融機関

期限までにお手続いただけない場合は…

❶手数料が発生します

❷年金資産の運用ができません
自動移換の期間は、現金のまま管理されますので、運用ができません。

❸自動移換の期間は通算加入者等期間に含まれません
老齢給付金の受取要件である通算加入者等期間に含まれないため、受取開始可能な時期が遅くなる場合があります。

❹老齢給付金・障害給付金を受け取るためには、iDeCoまたは企業型DCに年金資産を移換する必要があります

●企業型DCの年金資産を移換する場合の手続
企業型ＤＣの加入者資格喪失日（退職した日の翌日）の属する月の翌月から起算して５か月以内にお手続きください。

確定拠出年金法令に基づいて、全ての記録関連運営管理機関に、年金資産の受け入れが可能な口座の有無を照会し、以下の
取扱いがなされます。
◆受入可能な口座がある場合…当該口座に移換されます注。
◆受入可能な口座がない場合…国民年金基金連合会（特定運営管理機関）に移換されます。これを「自動移換」といいます。
　 注：本人確認のための情報が一致しない等の場合は移換は行われません。

自動移換されると、以下のようにさまざまなデメリットがあります。
ご提出書類の不備・不足により、期限内に加入・移換の手続が完了しない場合も、自動移換の対象となりますので、早めに
手続を行うようにしてください。

●厚生年金基金、確定給付企業年金、企業年金連合会の資産を移換する場合の手続
手続書類や提出先が企業型DCの資産を移換する場合と異なります。
提出期限がありますので、資産移換の手続を確実に行うために、手続書類は提出期限までに余裕をもって提出してください。

自動移換される際の手数料  4,348円（税込）

（2026年4月1日現在）

 98円/月（税込）

550円（税込）

4,180円（税込）

自動移換後の管理手数料
（自動移換された月の翌月から数えて４か月目から発生）

自動移換された資産をiDeCoまたは企業型DCに移換するときの手数料

死亡一時金、脱退一時金の受取のための請求にかかる手数料

移換元 書類入手方法 提出期限 提出先

厚生年金基金
確定給付企業年金

企業年金連合会

三井住友海上
確定拠出年金コールセンター
（0120-168-401）
にお問い合わせください。

移換元制度の資格喪失後
1年以内

企業年金連合会

加入されていた厚生年金基金
もしくは
確定給付企業年金（実施事業所）

iDeCoまたは企業型ＤＣ
の加入者資格取得日から
３か月以内

企業年金連合会
にお問い合わせください。

移換手続は加入者資格喪失日の翌月から６か月以内に行う必要がありますが、国民年金基金連合会の確認に１か月程度
かかるため、５か月以内にお手続きをお願いします。
※企業型資格喪失日時点で60歳を超える方は除きます。

！
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・
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コ
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要
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iDeCoは国民年金基金連合会が主体となって運営される制度ですが、国民年金基金連合会のほかに、運営管理機関、商品提
供機関等が、それぞれ役割を分担して業務を行っています。
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業務委託

売買
申込書類

（データ）送付

運用指図
給付支払指示

5. iDeCoの仕組み 6. 企業型DCの年金資産を移換する場合の手続

加入者

受付
金融機関

受付金融機関

運営管理機関 

国民年金基金
連合会 

国民年金基金
連合会 

役　割

商品提供機関
業務委託

事務委託先
金融機関記録関連

運営管理機関 

運用関連
運営管理機関 

記録関連
運営管理機関 

運用関連
運営管理機関 

掛金

給付金

加入申込

制度説明

運用商品の
情報提供 

運用商品の変更
残高照会 
給付請求等 

¥

¥

¥

定期預金

保険商品

投資信託

iDeCo における役割分担

中小事業主掛金納付制度（iDeCo+、イデコプラス）

中小事業主掛金納付制度とは、iDeCoの加入者が拠出する掛金に上乗せして、お勤め先の事業主が掛金（中小事業主掛金）
を払い込む制度です。この制度を導入できるのは、従業員数が300人以下等の要件を満たした会社に限定されます。
また、中小事業主掛金の払込みを受けられるのは、掛金を事業主払込（給与引去）により納付している、国民年金の第２号
被保険者のみとなります。

●iDeCoに係る規約の策定　  ●加入者の資格の確認
●掛金の収納の取りまとめ　　 ●加入者の掛金の限度額の管理
●国民年金保険料の納付状況確認

●積立金（年金資産）の管理
●積立金（年金資産）の運用に関する契約に係る預金通帳、有価証券等の保管に関する事務
●給付金の支給に関する事務

●運用商品の選定および加入者等への提示
●運用商品に関する情報の提供

●加入者等の氏名、住所、個人別管理資産額等の記録、保存および通知
●加入者等が行った運用の指図の取りまとめ
●給付の裁定

●加入申出等の受付

事務委託先
金融機関

期限までにお手続いただけない場合は…

❶手数料が発生します

❷年金資産の運用ができません
自動移換の期間は、現金のまま管理されますので、運用ができません。

❸自動移換の期間は通算加入者等期間に含まれません
老齢給付金の受取要件である通算加入者等期間に含まれないため、受取開始可能な時期が遅くなる場合があります。

❹老齢給付金・障害給付金を受け取るためには、iDeCoまたは企業型DCに年金資産を移換する必要があります

●企業型DCの年金資産を移換する場合の手続
企業型ＤＣの加入者資格喪失日（退職した日の翌日）の属する月の翌月から起算して５か月以内にお手続きください。

確定拠出年金法令に基づいて、全ての記録関連運営管理機関に、年金資産の受け入れが可能な口座の有無を照会し、以下の
取扱いがなされます。
◆受入可能な口座がある場合…当該口座に移換されます注。
◆受入可能な口座がない場合…国民年金基金連合会（特定運営管理機関）に移換されます。これを「自動移換」といいます。
　 注：本人確認のための情報が一致しない等の場合は移換は行われません。

自動移換されると、以下のようにさまざまなデメリットがあります。
ご提出書類の不備・不足により、期限内に加入・移換の手続が完了しない場合も、自動移換の対象となりますので、早めに
手続を行うようにしてください。

●厚生年金基金、確定給付企業年金、企業年金連合会の資産を移換する場合の手続
手続書類や提出先が企業型DCの資産を移換する場合と異なります。
提出期限がありますので、資産移換の手続を確実に行うために、手続書類は提出期限までに余裕をもって提出してください。

自動移換される際の手数料  4,348円（税込）

（2026年4月1日現在）

 98円/月（税込）

550円（税込）

4,180円（税込）

自動移換後の管理手数料
（自動移換された月の翌月から数えて４か月目から発生）

自動移換された資産をiDeCoまたは企業型DCに移換するときの手数料

死亡一時金、脱退一時金の受取のための請求にかかる手数料

移換元 書類入手方法 提出期限 提出先

厚生年金基金
確定給付企業年金

企業年金連合会

三井住友海上
確定拠出年金コールセンター
（0120-168-401）
にお問い合わせください。

移換元制度の資格喪失後
1年以内

企業年金連合会

加入されていた厚生年金基金
もしくは
確定給付企業年金（実施事業所）

iDeCoまたは企業型ＤＣ
の加入者資格取得日から
３か月以内

企業年金連合会
にお問い合わせください。

移換手続は加入者資格喪失日の翌月から６か月以内に行う必要がありますが、国民年金基金連合会の確認に１か月程度
かかるため、５か月以内にお手続きをお願いします。
※企業型資格喪失日時点で60歳を超える方は除きます。
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iDeCoは国民年金基金連合会が主体となって運営される制度ですが、国民年金基金連合会のほかに、運営管理機関、商品提
供機関等が、それぞれ役割を分担して業務を行っています。
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Ⅱ. 加入期間中

iDeCoは、自分で育てる「自分の年金」です。

定期的に資産状況を確認し、

必要に応じて運用商品の見直しを行うことも大切です。

また、ご住所やお勤め先に変更があった場合はお手続が必要です。

こうした加入期間中の皆さまのサポートをするために

Webやコールセンターサービスをご用意していますので、

是非ご活用ください。

iDeCoの加入申込みにあたって
ご理解いただきたいこと

原則、60歳まで引き出し（中途解約）ができません
給付金の受取は原則として60歳からです。一般の金融商品とは異なり、
ご加入後にご自身の判断で中途引出をすることは原則として認められません
（一定以上の障害に該当する場合や、死亡した場合等を除きます）。

最終的な年金資産は運用結果によって異なります
iDeCoは、個々の加入者等が自己責任により運用し、その運用結果によって
年金資産が確定される制度です。運用結果によっては、年金資産が払込掛
金額累計を下回る可能性があります。
運用商品の仕組みや特徴を十分ご理解いただいた上で運用する必要が
あります。

各種手数料がかかります
iDeCoには、初回手続手数料、毎月の管理手数料、給付事務手数料等が
かかります。手数料は、毎月の掛金または年金資産から差し引かれます。

60歳になっても受け取れない場合があります
50歳以上で初めて加入した場合等、通算加入者等期間が10年に満たない
場合は、給付金を受け取れる年齢が引き上げられます。

複数の運営管理機関でiDeCoに加入することはできません。
運営管理機関を変更することは可能です。
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Ⅱ. 加入期間中

iDeCoは、自分で育てる「自分の年金」です。

定期的に資産状況を確認し、

必要に応じて運用商品の見直しを行うことも大切です。

また、ご住所やお勤め先に変更があった場合はお手続が必要です。

こうした加入期間中の皆さまのサポートをするために

Webやコールセンターサービスをご用意していますので、

是非ご活用ください。

iDeCoの加入申込みにあたって
ご理解いただきたいこと

原則、60歳まで引き出し（中途解約）ができません
給付金の受取は原則として60歳からです。一般の金融商品とは異なり、
ご加入後にご自身の判断で中途引出をすることは原則として認められません
（一定以上の障害に該当する場合や、死亡した場合等を除きます）。

最終的な年金資産は運用結果によって異なります
iDeCoは、個々の加入者等が自己責任により運用し、その運用結果によって
年金資産が確定される制度です。運用結果によっては、年金資産が払込掛
金額累計を下回る可能性があります。
運用商品の仕組みや特徴を十分ご理解いただいた上で運用する必要が
あります。

各種手数料がかかります
iDeCoには、初回手続手数料、毎月の管理手数料、給付事務手数料等が
かかります。手数料は、毎月の掛金または年金資産から差し引かれます。

60歳になっても受け取れない場合があります
50歳以上で初めて加入した場合等、通算加入者等期間が10年に満たない
場合は、給付金を受け取れる年齢が引き上げられます。

複数の運営管理機関でiDeCoに加入することはできません。
運営管理機関を変更することは可能です。
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iDeCoでは、運営管理機関が中心となって、皆さまの老後のための資産形成をサポートいたします。 
ご利用いただけるＷｅｂサービスには、三井住友海上の加入者向けサイト「加入者Ｗｅｂ」と記録関連運営 
管理機関（ＮＲＫ）の確定拠出年金Ｗｅｂサービス「ＮＲＫ Ｗｅｂ」があります。

｢加入者Ｗｅｂ｣では、運用商品に関する情報をはじめとして、ｉＤｅＣｏに関するさまざまな情報を掲載
しています。

1. Webサービス

アクセス先とサービスメニュー アクセス先とサービスメニュー

記録関連運営管理機関であるＮＲＫが運営する確定拠出年金Ｗｅｂサービス「ＮＲＫ Ｗｅｂ」では、
資産評価額や取引履歴等の照会、運用割合変更や運用商品預替等の手続を行うことができます。
｢ＮＲＫ Ｗｅｂ」には､「加入者Ｗｅｂ」のトップページにあるリンクボタンからアクセスできます。

●資産残高の照会や運用商品の変更、運用商品の詳しい情報を確認できる
　「ＮＲＫ Ｗｅｂ」にログインできます。
　※「ＮＲＫ Ｗｅｂ」の詳細は１２ページをご参照ください。

加入者Ｗｅｂのトップページにある［ＮＲＫ Ｗｅｂログイン］
ボタンをクリックしてください。

ログイン画面で「ユーザーＩＤ」、「暗証番号」、「生年月日」を入れ
［ログイン］ボタンをクリックしてください。

●住所やお勤め先、掛金引落口座の変更、掛金積立の停止等加入後のお手続の
　うち、一部については、オンライン（e-iDeCo）にてお手続きいただくか、お手続書
　類を加入者Ｗｅｂからダウンロードできます。 
　※詳細は14ページをご参照ください。

●お客さまから、よくお問い合わせいただくご質問や関連機関からお送りする書類
　についてご案内しています。 
　ご不明な点等の解消にお役立てください。 メールアドレスをご登録いただくと、ユーザーＩＤや暗証番号を忘れたときの再設定手続等が

簡単になります。
また、「残高のお知らせ」を含む通知等を電子帳票で受け取ることができるようになります。

＊｢老齢給付金の請求書作成手続き｣ボタンは、老齢給付金の
   受給権を取得したときに表示されます。 

●ご加入後の運用に関するお手続「掛金の運用割合変更」
　と「運用商品預替（スイッチング）」の仕組みや違い、 
　手続方法等について説明しています。
●手続方法をまとめたチラシもご用意しています。

●資産の運用に役立つ情報やサービスをご用意しています。

アクセス先

アクセス先

三井住友海上の加入者Web NRK Web

サービスメニュー

サービスメニュー

メールアドレスの登録について
＜おすすめ＞

または
こちらからご利用ください

加入者の皆さま向けの大切なお知らせを
随時更新しています。
定期的にご確認ください。

NRK Web のご利用には、「ユーザーＩＤ」、「暗証番号」、「生年月日」が必要です。ユーザーID、暗証番号は加入時にお手元に届く「ユーザーID・商
品登録完了のお知らせ」（ＮＲＫ発行）に記載されています。
▶ユーザーＩＤ、暗証番号をお忘れの場合は、１３ページをご参照ください。

各種サービス・お手続等のメニューは
こちらのリンクからご利用ください。

三井住友海上 iDeCo加入者Web

▶三井住友海上の確定拠出年金トップページからもアクセスできます。

検 索

a b c

d e

資産評価額を確認したい　a 資産評価額照会

過去の取引内容を確認したい　b 取引履歴照会

運用商品の詳しい内容を確認したい　c プラン情報照会

運用している商品を売却し、別の商品を購入したいd 運用商品預替

掛金で購入する商品の運用割合を変更したい　e 運用割合変更

●お手続のうち、c～eについては、別途「利用手順｣をご用意しています。
●『ＮＲＫ Ｗｅｂの利用手順はこちら（PDFファイル）』をクリックしてご利用ください。

「こちら」をクリック！
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iDeCoでは、運営管理機関が中心となって、皆さまの老後のための資産形成をサポートいたします。 
ご利用いただけるＷｅｂサービスには、三井住友海上の加入者向けサイト「加入者Ｗｅｂ」と記録関連運営 
管理機関（ＮＲＫ）の確定拠出年金Ｗｅｂサービス「ＮＲＫ Ｗｅｂ」があります。

｢加入者Ｗｅｂ｣では、運用商品に関する情報をはじめとして、ｉＤｅＣｏに関するさまざまな情報を掲載
しています。

1. Webサービス

アクセス先とサービスメニュー アクセス先とサービスメニュー

記録関連運営管理機関であるＮＲＫが運営する確定拠出年金Ｗｅｂサービス「ＮＲＫ Ｗｅｂ」では、
資産評価額や取引履歴等の照会、運用割合変更や運用商品預替等の手続を行うことができます。
｢ＮＲＫ Ｗｅｂ」には､「加入者Ｗｅｂ」のトップページにあるリンクボタンからアクセスできます。

●資産残高の照会や運用商品の変更、運用商品の詳しい情報を確認できる
　「ＮＲＫ Ｗｅｂ」にログインできます。
　※「ＮＲＫ Ｗｅｂ」の詳細は１２ページをご参照ください。

加入者Ｗｅｂのトップページにある［ＮＲＫ Ｗｅｂログイン］
ボタンをクリックしてください。

ログイン画面で「ユーザーＩＤ」、「暗証番号」、「生年月日」を入れ
［ログイン］ボタンをクリックしてください。

●住所やお勤め先、掛金引落口座の変更、掛金積立の停止等加入後のお手続の
　うち、一部については、オンライン（e-iDeCo）にてお手続きいただくか、お手続書
　類を加入者Ｗｅｂからダウンロードできます。 
　※詳細は14ページをご参照ください。

●お客さまから、よくお問い合わせいただくご質問や関連機関からお送りする書類
　についてご案内しています。 
　ご不明な点等の解消にお役立てください。 メールアドレスをご登録いただくと、ユーザーＩＤや暗証番号を忘れたときの再設定手続等が

簡単になります。
また、「残高のお知らせ」を含む通知等を電子帳票で受け取ることができるようになります。

＊｢老齢給付金の請求書作成手続き｣ボタンは、老齢給付金の
   受給権を取得したときに表示されます。 

●ご加入後の運用に関するお手続「掛金の運用割合変更」
　と「運用商品預替（スイッチング）」の仕組みや違い、 
　手続方法等について説明しています。
●手続方法をまとめたチラシもご用意しています。

●資産の運用に役立つ情報やサービスをご用意しています。

アクセス先

アクセス先

三井住友海上の加入者Web NRK Web

サービスメニュー

サービスメニュー

メールアドレスの登録について
＜おすすめ＞

または
こちらからご利用ください

加入者の皆さま向けの大切なお知らせを
随時更新しています。
定期的にご確認ください。

NRK Web のご利用には、「ユーザーＩＤ」、「暗証番号」、「生年月日」が必要です。ユーザーID、暗証番号は加入時にお手元に届く「ユーザーID・商
品登録完了のお知らせ」（ＮＲＫ発行）に記載されています。
▶ユーザーＩＤ、暗証番号をお忘れの場合は、１３ページをご参照ください。

各種サービス・お手続等のメニューは
こちらのリンクからご利用ください。

三井住友海上 iDeCo加入者Web

▶三井住友海上の確定拠出年金トップページからもアクセスできます。

検 索

a b c

d e

資産評価額を確認したい　a 資産評価額照会

過去の取引内容を確認したい　b 取引履歴照会

運用商品の詳しい内容を確認したい　c プラン情報照会

運用している商品を売却し、別の商品を購入したいd 運用商品預替

掛金で購入する商品の運用割合を変更したい　e 運用割合変更

●お手続のうち、c～eについては、別途「利用手順｣をご用意しています。
●『ＮＲＫ Ｗｅｂの利用手順はこちら（PDFファイル）』をクリックしてご利用ください。

「こちら」をクリック！
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コールセンターサービスでは、運用商品や制度に関するご照会や各種資料のご請求、資産評価額の照会、
運用商品の変更等をご利用いただけます。

ご加入後に以下の内容に変更があった場合には、変更のお手続が必要となります。

変更手続の際は、オンライン（e-iDeCo）にてお手続きいただくか、加入者Webから必要な手続書類を取り出すことができます。
なお、上記にてお手続きができない場合は、加入者専用コールセンターあてに手続書類をご請求ください。

2. コールセンターサービス

0120-401-841（通話料無料）

▶「ユーザーＩＤ」と「暗証番号」が必要です。
▶ トーン信号の発信が可能な電話機をご利用ください。
▶ 自動音声（毎日２４時間）でご案内します。音声案内に従って各サービス番号をプッシュしてください。

▶有人対応（オペレーターサービス）をご希望の場合は、自動音声に従って「＊９＃」をプッシュしてください。

▶有人対応（オペレーターサービス）は、サービスの内容により、ご利用時間が異なりますのでご注意ください。

主なサービス ご利用時間

・資産評価額の照会
・掛金の運用割合変更
・運用商品の預替手続

・運用商品や制度に関する照会
・各種資料の請求

ご利用にあたって

有人対応（オペレーターサービス）

有人対応のご利用時間

平日(月～金)　9:00～20:00
（土日祝日・振替休日・年末年始等は休業させていただきます。）

平日(月～金)　9:00～18:00
土 9:00～17:00

（日曜日・祝日・振替休日・年末年始等は休業させていただきます。）

3. 諸変更の届出 （加入後に届出事項に変更があった場合の手続）

氏名・住所が変わるとき お勤め先での企業年金制度
への加入状況が変わったとき

掛金額や引落口座を
変更したいとき

国民年金の被保険者の種別が
変更となったとき

（例）会社員だった方が自営業者に
　   なった場合

掛金積立を停止・再開
したいとき

●住所等の変更手続が行われない場合、iDeCoに関する重要なご案内等をお届けすることができなくなります。
給付金の受取にも影響することがありますので、ご注意ください。
●離職・転職により、国民年金の被保険者の種別が変わった場合や、企業年金等の制度への加入状況が変わった場合は、
速やかに届出を行ってください。届出が遅れると、掛金の引落が一時的に停止されます。
この場合、掛金の引落を再開するためには、所定の書類を三井住友海上(運営管理機関)にご提出いただく必要があります。
また、国民年金の被保険者の種別が変更となったときは、年金事務所や共済組合への届出も必要となりますので、ご注意ください。

iDeCo の加入者資格を喪失したとき
（以下の①～⑥のいずれかに該当したとき）
① 国民年金の被保険者でなくなったとき
② 国民年金の保険料納付を免除されたとき
③ 企業型確定拠出年金マッチング拠出を選択したとき
④ 企業型確定拠出年金の事業主掛金が年単位拠出となったとき
⑤ iDeCoの老齢給付金受給権者となったとき
⑥ 公的老齢年金の受給権者となったとき　　　　　　　　　 等

変更内容

届出に関するご注意事項

各種お手続方法

  【ご注意ください】
・ご利用には「マイナンバーカード」が必要です。
・一部対象外のお手続きがあります。
・申請状況によっては、オンラインでのお手続きが出来ない場合があります。

オンライン（e-iDeCo）でお手続きする場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、氏名・住所等の各種変更
手続きをオンラインで申請することができます。詳しくは以下の
国民年金基金連合会ＨＰをご覧ください。
https://www.ideco-koushiki.jp/library/#archive_cateogry_e-ideco

書面でお手続きする場合
加入者Webにアクセスの上、「加入後の各種手続」から手続書類を取り出して
ください。

 【ご注意ください】
・一部対象外のお手続きがあります。
・書類の送付をご希望の方は、加入者専用コールセンターまでご連絡ください。

■「ユーザーＩＤ」「暗証番号」をお忘れの場合

メールアドレスを登録している場合
▶［ユーザーＩＤ再通知・暗証番号（パスワード）
再設定］ボタンをクリックしてください。

メールアドレスを登録していない場合
▶［ユーザーＩＤ再発行］ボタンをクリック
してください。

メールアドレスを登録している場合は、登録済みのメールアドレスに「ユーザーＩＤ再通知
メール」が届き、手続完了後すぐに利用再開できます。
登録していない場合は、ユーザーＩＤの再発行となり、後日、郵送でお手元に届きます。

Ｗｅｂの場合

コールセンターにお電話いただき、「＊９＃」をプッシュするとオペレーターにつながりますので、ユーザーＩＤ、暗証番号をお忘れになったことを
お申出いただき、手続方法を確認してください。

コールセンターの場合 平日（月～金）　９：００～２０：００（土日祝日・振替休日・年末年始等は休業させていただきます。）

ログインページにある「ユーザーＩＤ、暗証
番号をお忘れの方はこちらからお手続き
ください」のこちらをクリックしてください。 再発行等のお手続は、ＮＲＫへの

「メールアドレスの登録有無」によって
異なります。　

「こちら」を
クリック！

1

2

2

1

Ⅱ
・
加
入
期
間
中

13 14

87708-7_13

初 校

2026.01.28（13:53:53） 87708-7_14

2
2
2
2
22
2
22
2

22
2
22
2
22
2

2



コールセンターサービスでは、運用商品や制度に関するご照会や各種資料のご請求、資産評価額の照会、
運用商品の変更等をご利用いただけます。

ご加入後に以下の内容に変更があった場合には、変更のお手続が必要となります。

変更手続の際は、オンライン（e-iDeCo）にてお手続きいただくか、加入者Webから必要な手続書類を取り出すことができます。
なお、上記にてお手続きができない場合は、加入者専用コールセンターあてに手続書類をご請求ください。

2. コールセンターサービス

0120-401-841（通話料無料）

▶「ユーザーＩＤ」と「暗証番号」が必要です。
▶ トーン信号の発信が可能な電話機をご利用ください。
▶ 自動音声（毎日２４時間）でご案内します。音声案内に従って各サービス番号をプッシュしてください。

▶有人対応（オペレーターサービス）をご希望の場合は、自動音声に従って「＊９＃」をプッシュしてください。

▶有人対応（オペレーターサービス）は、サービスの内容により、ご利用時間が異なりますのでご注意ください。

主なサービス ご利用時間

・資産評価額の照会
・掛金の運用割合変更
・運用商品の預替手続

・運用商品や制度に関する照会
・各種資料の請求

ご利用にあたって

有人対応（オペレーターサービス）

有人対応のご利用時間

平日(月～金)　9:00～20:00
（土日祝日・振替休日・年末年始等は休業させていただきます。）

平日(月～金)　9:00～18:00
土 9:00～17:00

（日曜日・祝日・振替休日・年末年始等は休業させていただきます。）

3. 諸変更の届出 （加入後に届出事項に変更があった場合の手続）

氏名・住所が変わるとき お勤め先での企業年金制度
への加入状況が変わったとき

掛金額や引落口座を
変更したいとき

国民年金の被保険者の種別が
変更となったとき

（例）会社員だった方が自営業者に
　   なった場合

掛金積立を停止・再開
したいとき

●住所等の変更手続が行われない場合、iDeCoに関する重要なご案内等をお届けすることができなくなります。
給付金の受取にも影響することがありますので、ご注意ください。
●離職・転職により、国民年金の被保険者の種別が変わった場合や、企業年金等の制度への加入状況が変わった場合は、
速やかに届出を行ってください。届出が遅れると、掛金の引落が一時的に停止されます。
この場合、掛金の引落を再開するためには、所定の書類を三井住友海上(運営管理機関)にご提出いただく必要があります。
また、国民年金の被保険者の種別が変更となったときは、年金事務所や共済組合への届出も必要となりますので、ご注意ください。

iDeCo の加入者資格を喪失したとき
（以下の①～⑥のいずれかに該当したとき）
① 国民年金の被保険者でなくなったとき
② 国民年金の保険料納付を免除されたとき
③ 企業型確定拠出年金マッチング拠出を選択したとき
④ 企業型確定拠出年金の事業主掛金が年単位拠出となったとき
⑤ iDeCoの老齢給付金受給権者となったとき
⑥ 公的老齢年金の受給権者となったとき　　　　　　　　　 等

変更内容

届出に関するご注意事項

各種お手続方法

  【ご注意ください】
・ご利用には「マイナンバーカード」が必要です。
・一部対象外のお手続きがあります。
・申請状況によっては、オンラインでのお手続きが出来ない場合があります。

オンライン（e-iDeCo）でお手続きする場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、氏名・住所等の各種変更
手続きをオンラインで申請することができます。詳しくは以下の
国民年金基金連合会ＨＰをご覧ください。
https://www.ideco-koushiki.jp/library/#archive_cateogry_e-ideco

書面でお手続きする場合
加入者Webにアクセスの上、「加入後の各種手続」から手続書類を取り出して
ください。

 【ご注意ください】
・一部対象外のお手続きがあります。
・書類の送付をご希望の方は、加入者専用コールセンターまでご連絡ください。

■「ユーザーＩＤ」「暗証番号」をお忘れの場合

メールアドレスを登録している場合
▶［ユーザーＩＤ再通知・暗証番号（パスワード）
再設定］ボタンをクリックしてください。

メールアドレスを登録していない場合
▶［ユーザーＩＤ再発行］ボタンをクリック
してください。

メールアドレスを登録している場合は、登録済みのメールアドレスに「ユーザーＩＤ再通知
メール」が届き、手続完了後すぐに利用再開できます。
登録していない場合は、ユーザーＩＤの再発行となり、後日、郵送でお手元に届きます。

Ｗｅｂの場合

コールセンターにお電話いただき、「＊９＃」をプッシュするとオペレーターにつながりますので、ユーザーＩＤ、暗証番号をお忘れになったことを
お申出いただき、手続方法を確認してください。

コールセンターの場合 平日（月～金）　９：００～２０：００（土日祝日・振替休日・年末年始等は休業させていただきます。）

ログインページにある「ユーザーＩＤ、暗証
番号をお忘れの方はこちらからお手続き
ください」のこちらをクリックしてください。 再発行等のお手続は、ＮＲＫへの

「メールアドレスの登録有無」によって
異なります。　

「こちら」を
クリック！
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Ⅲ. 給付

iDeCoには

老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の

3種類の給付があります。

いずれの給付も、自分で積み立て、運用してきた

年金資産を給付金として受け取ります。

給付金のお受取は時間を要しますので、

余裕をもってご請求ください。

老齢給付金

iDeCoには の3種類の給付があります。

加入者または運用指図者が、原則60歳を迎えると、請求手続を行うことにより、給付金を受け取ることができます。

老齢給付金の受取方法は次の3通りから選ぶことができます。

75歳に達するまでの間で､
一括で老齢給付金を受け取れます｡

一時金として
受け取る1

5年、10年、15年、20年の
いずれかの受取期間を設定し、
年金として定期的に受け取れます。

年金として
受け取る2

一時金と年金を組み合わせて
受け取れます。

一時金・年金を
組み合わせて
受け取る

3

受取方法

受取開始可能年齢 
受取開始可能年齢は、通算加入者等期間※に応じて60～65歳の年齢が
定められています。60歳から老齢給付金を受け取るためには、通算加入者等
期間が10年以上必要です。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、
受取開始可能年齢が繰り下げられます。
ただし、受取開始可能年齢が繰り下げられた場合は、受取開始可能年齢に
達する日の2か月前に「確定拠出年金の受給権取得予定のお知らせ」が
送付されます。
※通算加入者等期間は、60歳時点におけるiDeCoの加入者期間、iDeCoの運用指図者
期間、企業型DCの加入者期間、企業型DCの運用指図者期間を合算した期間です
（ほかの企業年金等からの移換の対象となった期間も含まれます）。掛金の未納期間は
含まれません。

※60歳時点の通算加入者等期間がない場合（６０歳以降に加入された場合）は、加入日から
5年を経過した日から７５歳までの間で受給開始時期を選択できます。

10年以上

  8年以上10年未満

  6年以上  8年未満

  4年以上  6年未満

  2年以上  4年未満

  1月以上  2年未満

60歳

61歳

62歳

63歳

64歳

65歳

通算加入者等期間に応じた
受取開始可能年齢

受取手続期間に関するご注意事項
●老齢給付金の受取手続は、「受取手続受付開始日」より行うことができます。受取手続受付開始日は、原則60
歳に達する日の2か月前に送付する「確定拠出年金の受給権取得予定のお知らせ」に「受給権取得予定日」とし
て記載されています。

　ただし、受取開始可能年齢が繰り下げられた場合は、受取開始可能年齢に達する日の2か月前に「確定拠出年金の
受給権取得予定のお知らせ」が送付されます。

●老齢給付金の受取手続は、受取手続受付開始日以降75歳の誕生日の2日前までに行ってください。この期間中に
手続を行わなかった場合は、別途手続が必要となります。

老齢給付金1

1

障害給付金2 死亡一時金3

1. 給付の概要
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Ⅲ. 給付

iDeCoには

老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の

3種類の給付があります。

いずれの給付も、自分で積み立て、運用してきた

年金資産を給付金として受け取ります。

給付金のお受取は時間を要しますので、

余裕をもってご請求ください。

老齢給付金

iDeCoには の3種類の給付があります。

加入者または運用指図者が、原則60歳を迎えると、請求手続を行うことにより、給付金を受け取ることができます。

老齢給付金の受取方法は次の3通りから選ぶことができます。

75歳に達するまでの間で､
一括で老齢給付金を受け取れます｡

一時金として
受け取る1

5年、10年、15年、20年の
いずれかの受取期間を設定し、
年金として定期的に受け取れます。

年金として
受け取る2

一時金と年金を組み合わせて
受け取れます。

一時金・年金を
組み合わせて
受け取る

3

受取方法

受取開始可能年齢 
受取開始可能年齢は、通算加入者等期間※に応じて60～65歳の年齢が
定められています。60歳から老齢給付金を受け取るためには、通算加入者等
期間が10年以上必要です。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、
受取開始可能年齢が繰り下げられます。
ただし、受取開始可能年齢が繰り下げられた場合は、受取開始可能年齢に
達する日の2か月前に「確定拠出年金の受給権取得予定のお知らせ」が
送付されます。
※通算加入者等期間は、60歳時点におけるiDeCoの加入者期間、iDeCoの運用指図者
期間、企業型DCの加入者期間、企業型DCの運用指図者期間を合算した期間です
（ほかの企業年金等からの移換の対象となった期間も含まれます）。掛金の未納期間は
含まれません。

※60歳時点の通算加入者等期間がない場合（６０歳以降に加入された場合）は、加入日から
5年を経過した日から７５歳までの間で受給開始時期を選択できます。

10年以上

  8年以上10年未満

  6年以上  8年未満

  4年以上  6年未満

  2年以上  4年未満

  1月以上  2年未満

60歳

61歳

62歳

63歳

64歳

65歳

通算加入者等期間に応じた
受取開始可能年齢

受取手続期間に関するご注意事項
●老齢給付金の受取手続は、「受取手続受付開始日」より行うことができます。受取手続受付開始日は、原則60
歳に達する日の2か月前に送付する「確定拠出年金の受給権取得予定のお知らせ」に「受給権取得予定日」とし
て記載されています。

　ただし、受取開始可能年齢が繰り下げられた場合は、受取開始可能年齢に達する日の2か月前に「確定拠出年金の
受給権取得予定のお知らせ」が送付されます。

●老齢給付金の受取手続は、受取手続受付開始日以降75歳の誕生日の2日前までに行ってください。この期間中に
手続を行わなかった場合は、別途手続が必要となります。

老齢給付金1

1

障害給付金2 死亡一時金3

1. 給付の概要
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2. 請求手続

給付金を受け取るためには、ご自身（死亡一時金の場合はご遺族）による手続が必要です。
手続書類は、コールセンターへご請求ください。なお、老齢給付金の手続書類は、Webで作成
することができます。ＮＲＫ確定拠出年金Ｗｅｂサービス「老齢給付金の請求書作成手続き」を
ご利用ください。

給付金を年金で受け取る場合、下表のとおり受取期間等を選択できます。

以下の4パターンから選択してください。
❶年1回（6月）　 　　　　　 　　❷年2回（6月、12月）
❸年4回（3月、6月、9月、12月）　 ❹年6回（偶数月）

均等払い：請求時の年金原資額を受取期間で割った金額
割合指定：毎年の受取割合を5%以上50%以下で指定し、請求時の年金資産額にその割合を乗じた金額

・受取開始月から起算して5年以上経過した後、残りの年金資産額の全額を一時金として受け取ることが
できます。
・受取開始後に、運用の結果、年金資産額が当初の受取予定金額の半分以下になった場合、受取割合を
変更することができます（受取期間・回数は変更できません）。

年金受取開始後も運用を行いますので、運用状況によっては、最後の受取時に残金を加えた金額を受け取る
ことができる場合や、資産額が不足して受取期間が短くなる場合があります。

手続の流れ

一時金部分は、手続書類のご提出からお受け取りまで２か月程度かかります

受取期間

回数
（受給月）

予定金額

受取額の変更

5年、10 年、15 年、20 年から選択してください。

手続書類の
ご提出

資産の
売却

NRKにおける
裁定（判定）と
その結果の
お知らせの送付

「給付金の
お支払いの
通知」の送付

コールセンターへ
請求または
Webで作成※1

給付金の受取
(指定口座への
  送金）※2

老齢給付金を一時金で受け取る年および前年より19年以内に別途受け取った退職金等がある場合は、退職所得
控除の調整が行われるため、当該退職金等に係る「退職所得の源泉徴収票」のコピーをご提出いただく必要が
あります。ご請求日までに受領した「退職所得の源泉徴収票」は大切に保管してください。紛失した場合には
発行元企業に再発行を依頼してください。

老齢給付金を一時金で受け取る場合のご注意事項

※１  老齢給付金のみ。Ｗｅｂで作成した手続書類は郵送でお手元に届きます。押印の上、必要書類等と併せてＮＲＫにご返送いただく必要があります。
※２  給付金は国民年金基金連合会（事務委託先金融機関）から支払われます。

障害給付金

加入者または運用指図者が傷病等により一定の障害の状態※になった場合に、請求手続を行うことにより、給付金を受け
取ることができます。
※国民年金の障害基礎年金を受け取ることができる程度の状態

障害給付金の受取は、「一時金」「年金」「一時金・年金の組合せ」の３つの方法があります。

受取方法

「年金」の受取期間は、5年、10 年、15 年、20 年のいずれかを設定できます。

死亡一時金

加入者または運用指図者が亡くなられた場合に、ご遺族の方が請求手続を行うことにより、死亡一時金を受け取ることが
できます。

受取人となるご遺族の優先順位

●死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。法定相続人1人当たり 500 万円まで非課税枠があります。
　※亡くなられてから５年間請求がなかった場合、死亡一時金を受け取るご遺族がないものとして、亡くなった方の相続財産とみなされます。

受取人順位は確定拠出年金法で定められた順位となり、民法で定める相続の順位とは異なります。
上記の法定順位によらず、生前に子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中から受取人を指定しておくことができます。
なお、受取人の指定・変更手続はいつでも行うことができます。ご希望の場合はコールセンターまでご連絡ください。

●障害給付金の受取手続は、障害認定日※以降75歳の誕生日の2日前までに行ってください。
※傷病によって初めて医師または歯科医師の診療を受けた日（初診日）から起算して１年６か月を経過した日（その期間内に傷病が治った場合はその日）

●死亡一時金の受取人となるご遺族の優先順位は、以下の番号順（　 ～　 ）となります。
●同じ順位の者が複数いる場合（子が2人等）は、代表者の方にご請求いただきます。

受取手続期間に関するご注意事項

3

2

1 13

1 生前、ご本人があらかじめ死亡一時金の受取人を指定していた場合※はその指定された方。

死亡の当時、主として亡くなられたご本人の収入によって生計を維持されていなかった以下の方。

※配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のいずれかであることが必要です。

死亡の当時、主として亡くなられたご本人の収入によって生計を維持されていた以下の方。

2 配偶者（死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。）

8 その他の親族（6親等内の血族、3親等内の姻族）

3 子 4 父母 5 孫 6 祖父母 7 兄弟姉妹

9 子 10 父母 11 孫 12 祖父母 13 兄弟姉妹
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2. 請求手続

給付金を受け取るためには、ご自身（死亡一時金の場合はご遺族）による手続が必要です。
手続書類は、コールセンターへご請求ください。なお、老齢給付金の手続書類は、Webで作成
することができます。ＮＲＫ確定拠出年金Ｗｅｂサービス「老齢給付金の請求書作成手続き」を
ご利用ください。

給付金を年金で受け取る場合、下表のとおり受取期間等を選択できます。

以下の4パターンから選択してください。
❶年1回（6月）　 　　　　　 　　❷年2回（6月、12月）
❸年4回（3月、6月、9月、12月）　 ❹年6回（偶数月）

均等払い：請求時の年金原資額を受取期間で割った金額
割合指定：毎年の受取割合を5%以上50%以下で指定し、請求時の年金資産額にその割合を乗じた金額

・受取開始月から起算して5年以上経過した後、残りの年金資産額の全額を一時金として受け取ることが
できます。
・受取開始後に、運用の結果、年金資産額が当初の受取予定金額の半分以下になった場合、受取割合を
変更することができます（受取期間・回数は変更できません）。

年金受取開始後も運用を行いますので、運用状況によっては、最後の受取時に残金を加えた金額を受け取る
ことができる場合や、資産額が不足して受取期間が短くなる場合があります。

手続の流れ

一時金部分は、手続書類のご提出からお受け取りまで２か月程度かかります

受取期間

回数
（受給月）

予定金額

受取額の変更

5年、10 年、15 年、20 年から選択してください。

手続書類の
ご提出

資産の
売却

NRKにおける
裁定（判定）と
その結果の
お知らせの送付

「給付金の
お支払いの
通知」の送付

コールセンターへ
請求または
Webで作成※1

給付金の受取
(指定口座への
  送金）※2

老齢給付金を一時金で受け取る年および前年より19年以内に別途受け取った退職金等がある場合は、退職所得
控除の調整が行われるため、当該退職金等に係る「退職所得の源泉徴収票」のコピーをご提出いただく必要が
あります。ご請求日までに受領した「退職所得の源泉徴収票」は大切に保管してください。紛失した場合には
発行元企業に再発行を依頼してください。

老齢給付金を一時金で受け取る場合のご注意事項

※１  老齢給付金のみ。Ｗｅｂで作成した手続書類は郵送でお手元に届きます。押印の上、必要書類等と併せてＮＲＫにご返送いただく必要があります。
※２  給付金は国民年金基金連合会（事務委託先金融機関）から支払われます。

障害給付金

加入者または運用指図者が傷病等により一定の障害の状態※になった場合に、請求手続を行うことにより、給付金を受け
取ることができます。
※国民年金の障害基礎年金を受け取ることができる程度の状態

障害給付金の受取は、「一時金」「年金」「一時金・年金の組合せ」の３つの方法があります。

受取方法

「年金」の受取期間は、5年、10 年、15 年、20 年のいずれかを設定できます。

死亡一時金

加入者または運用指図者が亡くなられた場合に、ご遺族の方が請求手続を行うことにより、死亡一時金を受け取ることが
できます。

受取人となるご遺族の優先順位

●死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。法定相続人1人当たり 500 万円まで非課税枠があります。
　※亡くなられてから５年間請求がなかった場合、死亡一時金を受け取るご遺族がないものとして、亡くなった方の相続財産とみなされます。

受取人順位は確定拠出年金法で定められた順位となり、民法で定める相続の順位とは異なります。
上記の法定順位によらず、生前に子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中から受取人を指定しておくことができます。
なお、受取人の指定・変更手続はいつでも行うことができます。ご希望の場合はコールセンターまでご連絡ください。

●障害給付金の受取手続は、障害認定日※以降75歳の誕生日の2日前までに行ってください。
※傷病によって初めて医師または歯科医師の診療を受けた日（初診日）から起算して１年６か月を経過した日（その期間内に傷病が治った場合はその日）

●死亡一時金の受取人となるご遺族の優先順位は、以下の番号順（　 ～　 ）となります。
●同じ順位の者が複数いる場合（子が2人等）は、代表者の方にご請求いただきます。

受取手続期間に関するご注意事項

3

2

1 13

1 生前、ご本人があらかじめ死亡一時金の受取人を指定していた場合※はその指定された方。

死亡の当時、主として亡くなられたご本人の収入によって生計を維持されていなかった以下の方。

※配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のいずれかであることが必要です。

死亡の当時、主として亡くなられたご本人の収入によって生計を維持されていた以下の方。

2 配偶者（死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。）

8 その他の親族（6親等内の血族、3親等内の姻族）

3 子 4 父母 5 孫 6 祖父母 7 兄弟姉妹

9 子 10 父母 11 孫 12 祖父母 13 兄弟姉妹
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『詳細は国民年金基金連合会（以下「連合会」）のHP（URL https://www.ideco-koushiki.jp/）をご覧ください。』

加入・移換をご検討されるみなさまへ
必ず、以下をお読みいただき、内容をご確認のうえ、加入・移換の手続きを行ってください。

加入者が自ら定めた掛金額を拠出・運用。原則60歳以降に、
掛金とその運用益の合計額をもとに給付額が決定し、給付を受ける制度です。

掛金が全額所得控除されます（所得税・住民税が軽減されます）
例えば、毎月２万円ずつ掛金を拠出した場合、税率20％とすると、年間４万８千円の節税効果となります。

中途での解約・引き出しは、原則、できません。また、借り入れの担保とすることもできません。
ただし、以下①～⑦の要件をすべて満たす場合に限り、脱退一時金を受給してiDeCoから脱退することができます。
① 60歳未満であること
② 企業型確定拠出年金の加入者でないこと
③ iDeCoに加入できない者(注)であること
④ 日本国籍を有する海外居住者（20歳以上60歳未満）でないこと
⑤ 企業型確定拠出年金及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が1ヶ月以上5年以下、または個人別管理資産額が25万円以下であること
⑥ 障害給付金の受給権者でないこと
⑦ 最後に企業型確定拠出年金加入者又はiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
（注） iDeCoに加入できない者とは…
　    ①国民年金保険料免除者　②日本国籍を有しない海外居住者　③確定給付企業年金等の他制度の加入者（企業型確定拠出年金の加入者を除く）で月額5.5万円から
　    確定給付企業年金等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低拠出額（5千円）を下回る方

iDeCoの特徴

iDeCo
３つの

税制メリット

（注）企業年金等とは企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度。

・iDeCoの掛金は毎月定額（5千円以上千円単位）の掛金を拠出していただきます。企業年金等に加入している方以外の方は、年1回以上、任意に決めた月に年間の
拠出限度の範囲内で、まとめて掛金を拠出していただくことも可能です。

・企業年金等に加入している方は、iDeCo掛金、企業型確定拠出年金の事業主掛金と確定給付企業年金等の他制度掛金を合算し、5.5万円を超えることはできません
（新規に加入をご希望の方で上限額を超過する場合は、加入不該当となります。すでにご加入中の場合は、iDeCo掛金が自動減額または一時停止となります）。
・企業型確定拠出年金の掛金が年単位拠出である場合、あるいはマッチング拠出を利用している場合は、iDeCoに加入することはできません。

❶
運用益も非課税で再投資されます
通常、金融商品の運用益には税金（源泉分離課税20.315%）がかかりますが、iDeCoの運用益は非課税です。
※積立金には別途1.173%の特別法人税がかかりますが、現在は課税が凍結されています。

❷
受け取る時も税制優遇措置があります
一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金の場合は「公的年金等控除」という控除が受けられます。❸

加入 　   拠出 　   運用 給付

運営管理機関が運用商品を提示

加入者個々人が運用商品（預貯金、保険商品、投資信託等）を選択
etc... 年金、一時金等で受け取り商品A 商品B 商品C

加入者個人が拠出

提示された運用商品から商品を選択して積立金を運用
運用成績によっては年金資産額が掛金や移換金の総額を下回る可能性があります。 原則60歳以降、

加入者それぞれの
｢拠出額｣と｢運用収益｣との合計額を
もとに｢給付額｣が決定し、
給付が始まります。

自営業者等

第1号被保険者
任意加入被保険者

月額6.8万円
(年額81.6万円) 月額2.3万円

(年額27.6万円)

iDeCo 専業主婦等 企業年金等（注）に
加入していない方

企業年金等に
加入している方

1.

iDeCoの掛金には、加入者ご本人の状況に応じた｢拠出限度額」
があります（下図の点線囲みの部分）。iDeCoの拠出限度額2.

拠
出
限
度
額

国民年金基金

企業年金等
（他制度合算で5.5万円が上限）

※iDeCoと重複加入可能

※国民年金基金・付加保険料
との合算枠

月額2.3万円
(年額27.6万円) 月額2.0万円

厚生年金保険

国民年金（基礎年金）

第3号被保険者 第2号被保険者

表１. 通算加入者等期間に応じた
       受給可能な年齢
8年以上
6年以上
4年以上
2年以上
1月以上

61歳から受給可能
62歳から受給可能
63歳から受給可能
64歳から受給可能
65歳から受給可能

表2. 死亡一時金の支給対象者
受取人指定
あり
なし

支給対象者
指定されている人に支給
個人型年金規約にしたがい支給

表3. 給付金の受給方法

老齢給付金
障害給付金
死亡一時金
◎ 可能　　× 不可能
○ 運管が設定している場合、可能

年金
◎
◎
×

一時金
○
○
◎

年金と一時金
の併用
○
○
×

（1）老齢給付金
①通算加入者等期間（注）が10年以上の方は60歳から受給できますが、10年未満の場合は、通算加入者
等期間によって、受給できる年齢は異なります（表1参照）。
　通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が加入者となった場合、加入者となった日から5年を
経過した日より老齢給付金を請求することができます。
②受給時期を選択することができます。
　受給時期を延期し、75歳まで非課税の運用を継続することができます
　（75歳までに受給の請求をしていただく必要があります。請求されなかった場合には、法務局に供託されます）。
（注）確定拠出年金（企業型またはiDeCo）の「加入者等」であった期間（60歳未満の期間に限る）のこと。

また、「退職一時金」や「企業年金（※）」を確定拠出年金に移行している場合、当該制度に加入していた
期間も含みます。

※企業年金とは、「厚生年金基金」、「確定給付企業年金」、「石炭鉱業年金基金」および「適格退職年金」をいいます。
（２）障害給付金

一定の障害の程度に該当する場合、障害給付金を受給することができます。
なお、受給要件等の詳細については、運管にお問い合わせください。

（３）死亡一時金
加入者等が死亡した場合、死亡一時金が支給されます（表2参照）。
死亡一時金の受取人は、一定の範囲内で事前にご指定いただくことが可能です。
受取人を指定されたい方は、運管にお問い合わせください。
なお、受取人の指定がない場合の受取順位は、民法で定める相続の順位とは異なります。

（４）障害および老齢給付金の受給方法
①「年金」以外の受給方法は、運管によって異なります（表3参照）。
　詳細については、運管にお問い合わせください。
②受給の際、給付手数料が受給額から控除されます（「年金」受給者の場合、受給の都度かかります）。
なお、給付手数料の金額は、運管によって異なります。

手数料
徴収元
（注1）

Ａ 連合会
Ｂ 運営管理機関
Ｃ 信託銀行（注2）

iDeCoの実施主体は連合会ですが、加入者等（注）からの届出書類の請求先・提出先、様々な照会の窓口等の
対応は運管が行います。なお、届出書類の授受等を第三者に委託している場合がありますので、運管にお問い
合わせください。
（注）掛金を拠出している方を「加入者」、掛金は拠出せず、これまでの積立金の運用のみを行っている方を「運用指図者」、両者をあわせて「加入者等」といいます。

（注１）運管の資料等では、下記のように表示している場合があります。
　　  「信託銀行」を「事務委託先金融機関」と表示、ＢとＣの手数料を合算して、一本で表示。 
（注２）年金資産を管理する「信託銀行」は、運管があらかじめ指定していますので、加入者等が指定することはできません。

（１）死亡したとき
（２）国民年金の被保険者でなくなったとき
（３）個人型年金運用指図者となるとき
（４）保険料免除制度等により国民年金の

保険料の全額または一部の額の納付
を要しないものとされたとき

（5）農業者年金の被保険者になったとき
（６）ｉＤｅＣｏの老齢給付金受給権者となるとき
　 （ｉＤｅＣｏの老齢給付金を請求するため）
（7）公的老齢年金の受給権者となったとき
　  （公的老齢年金を繰り上げ請求した場合を含む）
（8）企業型確定拠出年金でマッチング拠出を選択

したとき

（9）  企業型確定拠出年金の事業主掛金が年単位拠出
となったとき

（10）企業年金等に加入する者であって、5.5万円から
企業型確定拠出年金の掛金と確定給付型の企業
年金等の他制度掛金相当額を控除した額が
iDeCoの掛金の最低拠出額（5千円）を下回る
こととなったとき

iDeCoの年金資産を運用する加入者等に、運用商品を提示している会社が
運営管理機関（以下「運管」という）です。運営管理機関3.

iDeCoの手数料は加入者等が負担します。なお、年金受給者の受給期間中の手数料は、
運用指図者の扱いです。手数料4.

資格喪失後の手続きについては、運管にお問い合わせください。 加入者資格の喪失5.

受給手続きを行う窓口は、運管によって異なりますので、詳細については、
運管にお問い合わせください。給付6.

手数料の額は下表のとおりですが、金額や徴収方法は運管によって異なりますので、詳細については、運管に
お問い合わせください。

加入者は、下記の資格喪失理由（１）～（10）のいずれかに該当した場合、加入者の資格を喪失し、掛金の拠出が
できなくなります。

加入者等が負担する手数料
（単位：円（消費税込））

加入者
加入・移換時の
一時的な手数料

掛金納付１回
あたりの手数料

加入・移換時の
一時的な手数料

1ヵ月
あたりの手数料

Ｄ 手数料総額（A+B+C）

運用指図者

2,829
①
ー

2,829 + ① 105 + ② + ②’ 2,829 + ③ ④ + ④’

105
②
②’

2,829 ー
④
④’

③
ー

Ⅳ
・
そ
の
他

19 20

 加入・移換にあたっての確認事項 令和6年12月１日現在
国民年金基金連合会作成
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『詳細は国民年金基金連合会（以下「連合会」）のHP（URL https://www.ideco-koushiki.jp/）をご覧ください。』

加入・移換をご検討されるみなさまへ
必ず、以下をお読みいただき、内容をご確認のうえ、加入・移換の手続きを行ってください。

加入者が自ら定めた掛金額を拠出・運用。原則60歳以降に、
掛金とその運用益の合計額をもとに給付額が決定し、給付を受ける制度です。

掛金が全額所得控除されます（所得税・住民税が軽減されます）
例えば、毎月２万円ずつ掛金を拠出した場合、税率20％とすると、年間４万８千円の節税効果となります。

中途での解約・引き出しは、原則、できません。また、借り入れの担保とすることもできません。
ただし、以下①～⑦の要件をすべて満たす場合に限り、脱退一時金を受給してiDeCoから脱退することができます。
① 60歳未満であること
② 企業型確定拠出年金の加入者でないこと
③ iDeCoに加入できない者(注)であること
④ 日本国籍を有する海外居住者（20歳以上60歳未満）でないこと
⑤ 企業型確定拠出年金及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が1ヶ月以上5年以下、または個人別管理資産額が25万円以下であること
⑥ 障害給付金の受給権者でないこと
⑦ 最後に企業型確定拠出年金加入者又はiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
（注） iDeCoに加入できない者とは…
　    ①国民年金保険料免除者　②日本国籍を有しない海外居住者　③確定給付企業年金等の他制度の加入者（企業型確定拠出年金の加入者を除く）で月額5.5万円から
　    確定給付企業年金等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低拠出額（5千円）を下回る方

iDeCoの特徴

iDeCo
３つの

税制メリット

（注）企業年金等とは企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度。

・iDeCoの掛金は毎月定額（5千円以上千円単位）の掛金を拠出していただきます。企業年金等に加入している方以外の方は、年1回以上、任意に決めた月に年間の
拠出限度の範囲内で、まとめて掛金を拠出していただくことも可能です。

・企業年金等に加入している方は、iDeCo掛金、企業型確定拠出年金の事業主掛金と確定給付企業年金等の他制度掛金を合算し、5.5万円を超えることはできません
（新規に加入をご希望の方で上限額を超過する場合は、加入不該当となります。すでにご加入中の場合は、iDeCo掛金が自動減額または一時停止となります）。
・企業型確定拠出年金の掛金が年単位拠出である場合、あるいはマッチング拠出を利用している場合は、iDeCoに加入することはできません。

❶
運用益も非課税で再投資されます
通常、金融商品の運用益には税金（源泉分離課税20.315%）がかかりますが、iDeCoの運用益は非課税です。
※積立金には別途1.173%の特別法人税がかかりますが、現在は課税が凍結されています。

❷
受け取る時も税制優遇措置があります
一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金の場合は「公的年金等控除」という控除が受けられます。❸

加入 　   拠出 　   運用 給付

運営管理機関が運用商品を提示

加入者個々人が運用商品（預貯金、保険商品、投資信託等）を選択
etc... 年金、一時金等で受け取り商品A 商品B 商品C

加入者個人が拠出

提示された運用商品から商品を選択して積立金を運用
運用成績によっては年金資産額が掛金や移換金の総額を下回る可能性があります。 原則60歳以降、

加入者それぞれの
｢拠出額｣と｢運用収益｣との合計額を
もとに｢給付額｣が決定し、
給付が始まります。

自営業者等

第1号被保険者
任意加入被保険者

月額6.8万円
(年額81.6万円) 月額2.3万円

(年額27.6万円)

iDeCo 専業主婦等 企業年金等（注）に
加入していない方

企業年金等に
加入している方

1.

iDeCoの掛金には、加入者ご本人の状況に応じた｢拠出限度額」
があります（下図の点線囲みの部分）。iDeCoの拠出限度額2.

拠
出
限
度
額

国民年金基金

企業年金等
（他制度合算で5.5万円が上限）

※iDeCoと重複加入可能

※国民年金基金・付加保険料
との合算枠

月額2.3万円
(年額27.6万円) 月額2.0万円

厚生年金保険

国民年金（基礎年金）

第3号被保険者 第2号被保険者

表１. 通算加入者等期間に応じた
       受給可能な年齢
8年以上
6年以上
4年以上
2年以上
1月以上

61歳から受給可能
62歳から受給可能
63歳から受給可能
64歳から受給可能
65歳から受給可能

表2. 死亡一時金の支給対象者
受取人指定
あり
なし

支給対象者
指定されている人に支給
個人型年金規約にしたがい支給

表3. 給付金の受給方法

老齢給付金
障害給付金
死亡一時金
◎ 可能　　× 不可能
○ 運管が設定している場合、可能

年金
◎
◎
×

一時金
○
○
◎

年金と一時金
の併用
○
○
×

（1）老齢給付金
①通算加入者等期間（注）が10年以上の方は60歳から受給できますが、10年未満の場合は、通算加入者
等期間によって、受給できる年齢は異なります（表1参照）。
　通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が加入者となった場合、加入者となった日から5年を
経過した日より老齢給付金を請求することができます。
②受給時期を選択することができます。
　受給時期を延期し、75歳まで非課税の運用を継続することができます
　（75歳までに受給の請求をしていただく必要があります。請求されなかった場合には、法務局に供託されます）。
（注）確定拠出年金（企業型またはiDeCo）の「加入者等」であった期間（60歳未満の期間に限る）のこと。

また、「退職一時金」や「企業年金（※）」を確定拠出年金に移行している場合、当該制度に加入していた
期間も含みます。

※企業年金とは、「厚生年金基金」、「確定給付企業年金」、「石炭鉱業年金基金」および「適格退職年金」をいいます。
（２）障害給付金

一定の障害の程度に該当する場合、障害給付金を受給することができます。
なお、受給要件等の詳細については、運管にお問い合わせください。

（３）死亡一時金
加入者等が死亡した場合、死亡一時金が支給されます（表2参照）。
死亡一時金の受取人は、一定の範囲内で事前にご指定いただくことが可能です。
受取人を指定されたい方は、運管にお問い合わせください。
なお、受取人の指定がない場合の受取順位は、民法で定める相続の順位とは異なります。

（４）障害および老齢給付金の受給方法
①「年金」以外の受給方法は、運管によって異なります（表3参照）。
　詳細については、運管にお問い合わせください。
②受給の際、給付手数料が受給額から控除されます（「年金」受給者の場合、受給の都度かかります）。
なお、給付手数料の金額は、運管によって異なります。

手数料
徴収元
（注1）

Ａ 連合会
Ｂ 運営管理機関
Ｃ 信託銀行（注2）

iDeCoの実施主体は連合会ですが、加入者等（注）からの届出書類の請求先・提出先、様々な照会の窓口等の
対応は運管が行います。なお、届出書類の授受等を第三者に委託している場合がありますので、運管にお問い
合わせください。
（注）掛金を拠出している方を「加入者」、掛金は拠出せず、これまでの積立金の運用のみを行っている方を「運用指図者」、両者をあわせて「加入者等」といいます。

（注１）運管の資料等では、下記のように表示している場合があります。
　　  「信託銀行」を「事務委託先金融機関」と表示、ＢとＣの手数料を合算して、一本で表示。 
（注２）年金資産を管理する「信託銀行」は、運管があらかじめ指定していますので、加入者等が指定することはできません。

（１）死亡したとき
（２）国民年金の被保険者でなくなったとき
（３）個人型年金運用指図者となるとき
（４）保険料免除制度等により国民年金の

保険料の全額または一部の額の納付
を要しないものとされたとき

（5）農業者年金の被保険者になったとき
（６）ｉＤｅＣｏの老齢給付金受給権者となるとき
　 （ｉＤｅＣｏの老齢給付金を請求するため）
（7）公的老齢年金の受給権者となったとき
　  （公的老齢年金を繰り上げ請求した場合を含む）
（8）企業型確定拠出年金でマッチング拠出を選択

したとき

（9）  企業型確定拠出年金の事業主掛金が年単位拠出
となったとき

（10）企業年金等に加入する者であって、5.5万円から
企業型確定拠出年金の掛金と確定給付型の企業
年金等の他制度掛金相当額を控除した額が
iDeCoの掛金の最低拠出額（5千円）を下回る
こととなったとき

iDeCoの年金資産を運用する加入者等に、運用商品を提示している会社が
運営管理機関（以下「運管」という）です。運営管理機関3.

iDeCoの手数料は加入者等が負担します。なお、年金受給者の受給期間中の手数料は、
運用指図者の扱いです。手数料4.

資格喪失後の手続きについては、運管にお問い合わせください。 加入者資格の喪失5.

受給手続きを行う窓口は、運管によって異なりますので、詳細については、
運管にお問い合わせください。給付6.

手数料の額は下表のとおりですが、金額や徴収方法は運管によって異なりますので、詳細については、運管に
お問い合わせください。

加入者は、下記の資格喪失理由（１）～（10）のいずれかに該当した場合、加入者の資格を喪失し、掛金の拠出が
できなくなります。

加入者等が負担する手数料
（単位：円（消費税込））

加入者
加入・移換時の
一時的な手数料

掛金納付１回
あたりの手数料

加入・移換時の
一時的な手数料

1ヵ月
あたりの手数料

Ｄ 手数料総額（A+B+C）

運用指図者

2,829
①
ー

2,829 + ① 105 + ② + ②’ 2,829 + ③ ④ + ④’

105
②
②’

2,829 ー
④
④’

③
ー

Ⅳ
・
そ
の
他

19 20

 加入・移換にあたっての確認事項 令和6年12月１日現在
国民年金基金連合会作成

2026.01.28（13:53:58）

初 校
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三井住友海上火災保険　コールセンターサービスのご利用規定

第1条　利用資格者
本サービスのご利用資格者は、当社を運営管理機関とする確定
拠出年金制度の加入者、運用指図者、加入者であった方、および
企業型年金において加入予定者の方（以下、加入者等といい
ます。）とします。ただし、一定範囲の一般的な情報については、
当社の判断で加入者等以外にも提供することがあります。

第2条　本サービスの概要
1. 当社は、日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社
（以下「NRK」といいます。）の規定に基づき、同社のコール
センターからの転送により、当社コールセンター担当者が
以下の内容について応対するサービスを提供します。ただし、
照会等の内容によっては後日回答させていただく場合があり
ます。なお、本サービスに必要となる通信用の機器、環境は
加入者等が用意するものとします。
①確定拠出年金制度に関するお問い合わせ
企業型確定拠出年金制度、個人型確定拠出年金制度に
関してのご質問、ご照会に回答します。
②資産運用に関する基礎知識に関するご照会
③運用商品に関するお問い合わせ、ご照会
②、③につきましては、当社が加入者等に提供した資料・
サービス等の範囲内で、資産運用に関するご照会、運用
商品の概要・特徴についてのご照会に対して回答します。
④資料請求
当社がご用意した各種資料の申込みを受け付け、送付する
サービスです。ただし、資料によってはお申込みいただいて
からご送付するまでに時間がかかる場合もあります。また
ご送付する資料は、1回のご請求で、資料1種類につき原則
として1部とさせていただきます。

2. 加入者等は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自己の
判断と責任において本サービスを利用するものとします。

3. 本サービスでの加入者等と当社コールセンター担当者との
会話内容は、録音によって記録し、一定期間保存しております。

第3条　本人確認
1. 本サービスは、本人確認を行うことによりご利用いただけます。
2. 加入者等には、NRKより、本人であることを確認するための
「ユーザーＩＤ」と「暗証番号」が付与されます。
3. 当社の本人確認は、加入者等が前項の「ユーザーID」および
「暗証番号」をNRKコールセンターで正しく入力し、それらを
経由して当社の本サービスへ着信したことで行います。

4. 「ユーザーID」と「暗証番号」の取扱は加入者等の責任におい
て行うものとし、本サービスを利用するうえで「ユーザーID」と
「暗証番号」が使用されたときは、その使用に関連する行為・
行動はすべて加入者等が行ったものとみなし、使用上の過誤や
第三者による使用等については、当社は一切責任を負わない
ものとします。

5. 「ユーザーID」と「暗証番号」は本サービスを利用するうえで
非常に重要なものです。第三者の目に触れるところに書き
留めたり、第三者に絶対教えたりせず、ご自身で厳重に管理し
ていただくようお願いします。「ユーザーID」と「暗証番号」が
第三者に知られたり、知られたと思われたときは、直ちに再発行
の手続をお取りください。

6. 「暗証番号」については、NRK本サービスにて、加入者ご自身に
より変更することが可能です。生年月日や電話番号等第三者
から推測されやすい番号の使用を避けるとともに、定期的な
変更をおすすめします。

7. 加入者等が登録された「暗証番号」と異なる入力を、連続して
NRK所定の回数以上行ったときは、当該「暗証番号」は無効
となります。その場合はNRK所定の再発行の手続をお取り
ください。

第4条　海外からのご利用
加入者等が本サービスを海外からご利用になる場合、各国の法令、
事情その他の事由および本サービスの機能的制約により、本サー
ビスにかかる機能の全部または一部をご利用いただけないことが
あります。

第5条　免責事項等
1. 本サービスによって提供する情報等（当社以外の第三者から
当社を介して加入者等に提供される情報を含みます）の正確性
については万全を期しておりますが、当社は当該情報の正確性
を保証するものではなく、また当該情報を用いて加入者等が
行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。

2. 次の各号の事由により本サービスの全部または一部が停止し
たり、取扱に遅延・不能等があっても、これによって生じた損害
については、当社は一切責任を負いません。
①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない
事由があったとき。
②当社または当社と情報を授受しているNRKや関係企業等が
担当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線
等に障害や機能低下が生じたとき。
③当社以外の運営管理機関、金融機関等や当社と情報を授受
している関係企業等の責めに帰すべき事由があったとき。
④通信機器・回線等の故障等、当社の責めに帰すことができない
事由があったとき。
⑤当社以外の第三者から当社を介しての情報提供がある場合
で、当社以外の第三者において、当該会社の責めに帰すことが
できない事由で、通信回線等に障害や機能低下が生じたとき。
⑥やむを得ない事由により、本サービスの回線工事等が発生し
たとき。

3. 加入者等は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、
専用電話回線等の通信経路の特性および本サービスで当社が
講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

4. 加入者等は、利用する際の使用機器や前項で掲げた通信経路が
正常に稼働する環境について、自己の責任において確保する
ものとします。当社は使用機器等が正常に稼働することを保証
するものではありません。

5. 加入者等は、当社が通信の安全のために採用しているセキュリ
ティー手段、不正利用等のリスク対策および本人確認手段につ
いて理解し、リスクの内容に関し承諾したうえで本サービスを
利用するものとし、これらの処置にかかわらず不正利用等に
より加入者等が損害を受けた場合、当社は一切責任を負いま
せん。

第6条　規定、サービスの変更
1. 当社は、本規定の内容について、加入者等に事前に通知する
ことなく変更することがあります。その場合は、変更日以降は、
変更後の規定にしたがい取り扱うものとします。

2. 当社は、本サービスの一部または全部を予告なく追加、変更
または停止することがあります。

3. 前2項の変更等によって、加入者等に損害が生じたとしても、
当社は一切責任を負いません。

第7条　使用機器
本サービスを利用するための使用機器は、以下のとおりとします。
使用機器の条件については、事前に通知することなく変更する
ことがあります。
［加入者専用コールセンターサービス］
トーン信号の発信が可能な電話機をご利用ください。

第8条　利用時間
本サービスのご利用時間は次のとおりとします。
平日（月～金） 午前9:00～午後6:00
土 午前9:00～午後5:00
ただし、日曜日、祝祭日、年末年始、および当社のメンテナンス期
間、NRKのメンテナンス期間はサービスがご利用になれません。

第9条　著作権
本サービスに掲載および表現されているものは、著作権の対象
になっています。本サービスのすべての情報利用に際して、複製・
転用・販売は著作権法上、固く禁じられています。本サービスの
内容の全部または一部について、当社に無断で改変等を行うこと
はできません。

第10条　準拠法・管轄裁判所
本規定の解釈、履行にあたっては日本法が適用されるものとし、
本規定に基づくサービスに関して訴訟が生じた場合には、東京
地方裁判所を管轄裁判所とします。

運営管理機関・国民年金基金連合会の行為準則（責務および禁止行為）

１. 運営管理機関の行為準則
①忠実義務
運営管理機関は法令等や運営管理契約を遵守し、加入者等の
ために忠実にその業務を遂行しなければならない。

②個人情報保護
運営管理機関は加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理
資産額等の個人情報を保管し、または使用するにあたっては、
その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を
保管し、および使用しなければならない。ただし、本人の同意が
ある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。

③禁止行為
・運営管理契約を締結する際、その相手方である企業等に加入
者等の損失の全部または一部を負担することを約束すること。

・運営管理契約を締結する際、その相手方である企業等に加入
者等または当該相手方に特別の利益を提供することを約束
すること。
・加入者等の損失の全部または一部を補填すること、または加入
者等の利益を追求するため加入者等または第三者に対して財
産上の利益を提供すること、または第三者に提供させること。

・運営管理契約の勧誘のため、またはその解除を妨げるため、
その相手方の判断に影響を及ぼすような重要なことに
ついて故意に事実を告げないこと、または不実のことを告げる
こと。
・自己または加入者等以外の第三者の利益を図ることを目的
として、特定の運用方法を加入者等に提示すること。
・特定の運用方法について指図を行うこと、また行わないこと
を加入者等に勧めること。
・加入者等の保護に欠けること、もしくは確定拠出年金運営
管理業の公正を害すること、または確定拠出年金運営管理業
の信用を失墜させるおそれのあることを行うこと。

２．国民年金基金連合会の行為準則
①忠実義務
国民年金基金連合会は法令等や個人型年金規約を遵守し、
個人型年金加入者等のために忠実にその業務を遂行しなけれ
ばならない。

②個人情報保護
国民年金基金連合会は個人型年金加入者等の氏名、住所、
生年月日、個人別管理資産額等の個人情報を保管し、または
使用するにあたっては、その業務の遂行に必要な範囲内で
当該個人に関する情報を保管し、および使用しなければなら
ない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある
場合は、この限りではない。

③禁止行為
・自己または個人型年金加入者等以外の第三者の利益を図る
ことを目的として、運営管理業務の委託に係る契約等を締結
すること。
・自己または個人型年金加入者等以外の第三者の利益を図る
ことを目的として、運営管理機関に特定の運用方法を個人型
年金加入者等に提示させること。

・運営管理機関に、特定の運用方法について指図を行うこと、
または行わないことを個人型年金加入者等に勧めさせる
こと。
・個人型年金加入者等に、特定の運用の方法についての指図
を行うこと、または行わないことを勧めること。
・自己または個人型年金加入者等以外の第三者に、運用の
指図を委託することを個人型年金加入者等に勧めること。

・特定の運営管理機関等を指定し、またはその指定を変更する
ことを個人型年金加入者等に勧めること。

三井住友海上火災保険株式会社（以下、「当社」といいます。）は、加入者等（加入者等については第1条で規定します。）に対し、コールセンターを通じて
第2条で定義するサービス（以下、「本サービス」といいます。）を提供します。本規定は、本サービスをご利用する際に適用されます。
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三井住友海上火災保険　コールセンターサービスのご利用規定

第1条　利用資格者
本サービスのご利用資格者は、当社を運営管理機関とする確定
拠出年金制度の加入者、運用指図者、加入者であった方、および
企業型年金において加入予定者の方（以下、加入者等といい
ます。）とします。ただし、一定範囲の一般的な情報については、
当社の判断で加入者等以外にも提供することがあります。

第2条　本サービスの概要
1. 当社は、日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社
（以下「NRK」といいます。）の規定に基づき、同社のコール
センターからの転送により、当社コールセンター担当者が
以下の内容について応対するサービスを提供します。ただし、
照会等の内容によっては後日回答させていただく場合があり
ます。なお、本サービスに必要となる通信用の機器、環境は
加入者等が用意するものとします。
①確定拠出年金制度に関するお問い合わせ
企業型確定拠出年金制度、個人型確定拠出年金制度に
関してのご質問、ご照会に回答します。
②資産運用に関する基礎知識に関するご照会
③運用商品に関するお問い合わせ、ご照会
②、③につきましては、当社が加入者等に提供した資料・
サービス等の範囲内で、資産運用に関するご照会、運用
商品の概要・特徴についてのご照会に対して回答します。
④資料請求
当社がご用意した各種資料の申込みを受け付け、送付する
サービスです。ただし、資料によってはお申込みいただいて
からご送付するまでに時間がかかる場合もあります。また
ご送付する資料は、1回のご請求で、資料1種類につき原則
として1部とさせていただきます。

2. 加入者等は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自己の
判断と責任において本サービスを利用するものとします。

3. 本サービスでの加入者等と当社コールセンター担当者との
会話内容は、録音によって記録し、一定期間保存しております。

第3条　本人確認
1. 本サービスは、本人確認を行うことによりご利用いただけます。
2. 加入者等には、NRKより、本人であることを確認するための
「ユーザーＩＤ」と「暗証番号」が付与されます。
3. 当社の本人確認は、加入者等が前項の「ユーザーID」および
「暗証番号」をNRKコールセンターで正しく入力し、それらを
経由して当社の本サービスへ着信したことで行います。

4. 「ユーザーID」と「暗証番号」の取扱は加入者等の責任におい
て行うものとし、本サービスを利用するうえで「ユーザーID」と
「暗証番号」が使用されたときは、その使用に関連する行為・
行動はすべて加入者等が行ったものとみなし、使用上の過誤や
第三者による使用等については、当社は一切責任を負わない
ものとします。

5. 「ユーザーID」と「暗証番号」は本サービスを利用するうえで
非常に重要なものです。第三者の目に触れるところに書き
留めたり、第三者に絶対教えたりせず、ご自身で厳重に管理し
ていただくようお願いします。「ユーザーID」と「暗証番号」が
第三者に知られたり、知られたと思われたときは、直ちに再発行
の手続をお取りください。

6. 「暗証番号」については、NRK本サービスにて、加入者ご自身に
より変更することが可能です。生年月日や電話番号等第三者
から推測されやすい番号の使用を避けるとともに、定期的な
変更をおすすめします。

7. 加入者等が登録された「暗証番号」と異なる入力を、連続して
NRK所定の回数以上行ったときは、当該「暗証番号」は無効
となります。その場合はNRK所定の再発行の手続をお取り
ください。

第4条　海外からのご利用
加入者等が本サービスを海外からご利用になる場合、各国の法令、
事情その他の事由および本サービスの機能的制約により、本サー
ビスにかかる機能の全部または一部をご利用いただけないことが
あります。

第5条　免責事項等
1. 本サービスによって提供する情報等（当社以外の第三者から
当社を介して加入者等に提供される情報を含みます）の正確性
については万全を期しておりますが、当社は当該情報の正確性
を保証するものではなく、また当該情報を用いて加入者等が
行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。

2. 次の各号の事由により本サービスの全部または一部が停止し
たり、取扱に遅延・不能等があっても、これによって生じた損害
については、当社は一切責任を負いません。
①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない
事由があったとき。
②当社または当社と情報を授受しているNRKや関係企業等が
担当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線
等に障害や機能低下が生じたとき。
③当社以外の運営管理機関、金融機関等や当社と情報を授受
している関係企業等の責めに帰すべき事由があったとき。
④通信機器・回線等の故障等、当社の責めに帰すことができない
事由があったとき。
⑤当社以外の第三者から当社を介しての情報提供がある場合
で、当社以外の第三者において、当該会社の責めに帰すことが
できない事由で、通信回線等に障害や機能低下が生じたとき。
⑥やむを得ない事由により、本サービスの回線工事等が発生し
たとき。

3. 加入者等は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、
専用電話回線等の通信経路の特性および本サービスで当社が
講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

4. 加入者等は、利用する際の使用機器や前項で掲げた通信経路が
正常に稼働する環境について、自己の責任において確保する
ものとします。当社は使用機器等が正常に稼働することを保証
するものではありません。

5. 加入者等は、当社が通信の安全のために採用しているセキュリ
ティー手段、不正利用等のリスク対策および本人確認手段につ
いて理解し、リスクの内容に関し承諾したうえで本サービスを
利用するものとし、これらの処置にかかわらず不正利用等に
より加入者等が損害を受けた場合、当社は一切責任を負いま
せん。

第6条　規定、サービスの変更
1. 当社は、本規定の内容について、加入者等に事前に通知する
ことなく変更することがあります。その場合は、変更日以降は、
変更後の規定にしたがい取り扱うものとします。

2. 当社は、本サービスの一部または全部を予告なく追加、変更
または停止することがあります。

3. 前2項の変更等によって、加入者等に損害が生じたとしても、
当社は一切責任を負いません。

第7条　使用機器
本サービスを利用するための使用機器は、以下のとおりとします。
使用機器の条件については、事前に通知することなく変更する
ことがあります。
［加入者専用コールセンターサービス］
トーン信号の発信が可能な電話機をご利用ください。

第8条　利用時間
本サービスのご利用時間は次のとおりとします。
平日（月～金） 午前9:00～午後6:00
土 午前9:00～午後5:00
ただし、日曜日、祝祭日、年末年始、および当社のメンテナンス期
間、NRKのメンテナンス期間はサービスがご利用になれません。

第9条　著作権
本サービスに掲載および表現されているものは、著作権の対象
になっています。本サービスのすべての情報利用に際して、複製・
転用・販売は著作権法上、固く禁じられています。本サービスの
内容の全部または一部について、当社に無断で改変等を行うこと
はできません。

第10条　準拠法・管轄裁判所
本規定の解釈、履行にあたっては日本法が適用されるものとし、
本規定に基づくサービスに関して訴訟が生じた場合には、東京
地方裁判所を管轄裁判所とします。

運営管理機関・国民年金基金連合会の行為準則（責務および禁止行為）

１. 運営管理機関の行為準則
①忠実義務
運営管理機関は法令等や運営管理契約を遵守し、加入者等の
ために忠実にその業務を遂行しなければならない。

②個人情報保護
運営管理機関は加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理
資産額等の個人情報を保管し、または使用するにあたっては、
その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を
保管し、および使用しなければならない。ただし、本人の同意が
ある場合その他正当な事由がある場合は、この限りではない。

③禁止行為
・運営管理契約を締結する際、その相手方である企業等に加入
者等の損失の全部または一部を負担することを約束すること。

・運営管理契約を締結する際、その相手方である企業等に加入
者等または当該相手方に特別の利益を提供することを約束
すること。
・加入者等の損失の全部または一部を補填すること、または加入
者等の利益を追求するため加入者等または第三者に対して財
産上の利益を提供すること、または第三者に提供させること。

・運営管理契約の勧誘のため、またはその解除を妨げるため、
その相手方の判断に影響を及ぼすような重要なことに
ついて故意に事実を告げないこと、または不実のことを告げる
こと。
・自己または加入者等以外の第三者の利益を図ることを目的
として、特定の運用方法を加入者等に提示すること。
・特定の運用方法について指図を行うこと、また行わないこと
を加入者等に勧めること。
・加入者等の保護に欠けること、もしくは確定拠出年金運営
管理業の公正を害すること、または確定拠出年金運営管理業
の信用を失墜させるおそれのあることを行うこと。

２．国民年金基金連合会の行為準則
①忠実義務
国民年金基金連合会は法令等や個人型年金規約を遵守し、
個人型年金加入者等のために忠実にその業務を遂行しなけれ
ばならない。

②個人情報保護
国民年金基金連合会は個人型年金加入者等の氏名、住所、
生年月日、個人別管理資産額等の個人情報を保管し、または
使用するにあたっては、その業務の遂行に必要な範囲内で
当該個人に関する情報を保管し、および使用しなければなら
ない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある
場合は、この限りではない。

③禁止行為
・自己または個人型年金加入者等以外の第三者の利益を図る
ことを目的として、運営管理業務の委託に係る契約等を締結
すること。
・自己または個人型年金加入者等以外の第三者の利益を図る
ことを目的として、運営管理機関に特定の運用方法を個人型
年金加入者等に提示させること。

・運営管理機関に、特定の運用方法について指図を行うこと、
または行わないことを個人型年金加入者等に勧めさせる
こと。
・個人型年金加入者等に、特定の運用の方法についての指図
を行うこと、または行わないことを勧めること。
・自己または個人型年金加入者等以外の第三者に、運用の
指図を委託することを個人型年金加入者等に勧めること。

・特定の運営管理機関等を指定し、またはその指定を変更する
ことを個人型年金加入者等に勧めること。

三井住友海上火災保険株式会社（以下、「当社」といいます。）は、加入者等（加入者等については第1条で規定します。）に対し、コールセンターを通じて
第2条で定義するサービス（以下、「本サービス」といいます。）を提供します。本規定は、本サービスをご利用する際に適用されます。
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iDeCo 普及推進キャラクター［イデコちゃん］

本資料のご利用にあたって

本資料は個人型確定拠出年金（iDeCo）のご案内を目的としたものであり、金融商品取引法に基づく
開示資料ではありません。加入申出や運用商品の選択等にあたっては、運営管理機関のＷｅｂサイトに
掲載している運用商品や運用状況の情報を確認いただき、すべてお客さまご自身でご判断ください。

確定拠出年金に係る法務上、税務上、会計上の正式な処理につきましては、専門家にご確認ください
ますようお願いいたします。

本資料の内容は発行日時点のものであり、今後の制度および税制等の改正により変更が生じる場合
がありますので、あらかじめご了承ください。

※無断転載・複製および電子化することを固くお断りしております。

2026年3月発行：三井住友海上火災保険株式会社
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